
(　滋賀県　）

１　男女共同参画・女性問題に関する事務を総括的に所管する組織

人

２　国の「男女共同参画推進本部」に相当する本庁の連絡会議（推進体制）

平成 年 月 日

３　男女共同参画に関する諮問機関、懇談会等

平成 年 月 日

人 （女性 人 、男性 人）

４　男女共同参画に関する計画

年 月 ～ 年 月

平成 年 月 日 ← 未定の場合は○をつけてください。

５　男女共同参画に関する条例

　有の場合

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月

６　審議会等委員への女性の登用 1 2 ③

平成 年度まで ％ 平成 年度まで ％ 平成 年度まで ％

（ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

有 （ ・ ） ・ 無 ・ 作成予定有

人 （平成 年 月現在）

人材育成事業の実施の有無 有 ・ 無

有 ・ 無

注（＊） 平成27年3月時点で法律又は政令により設置義務がある審議会のうち内閣府が把握したもの

（参照：別表１（都道府県）、別表２（政令指定都市））

７　女性公務員の採用・登用状況 ※該当する時点の番号に○をつけてください。

（1）-1管理職の在職状況 ① 2 3

計

計

計

○

8

うち女性委員を含む審議会等数

調査時点コード 3

非公表

○

86

延総委員等数 1,370 延女性委員等数 465

30 うち女性委員を含む審議会等数 28審議会等数

全体

支庁・地方
事務所等

本庁

女
性
登
用
方
策

公表

625

うち一般行政職　 404

警 察 関 係 54 0

（B）=(D+F+H)

女性比率うち女性管理
職数　（人）

21

20

23

1

その他

委 員 の 公 募

28 3

「市町村」を「市町」に改める

25

12

4

特に検討していない

公 布 日

施 行 日

改 正 日

改 正 内 容

10

地方自治法（第202条の3)に基づく審議会等にお
ける登用状況

法律又は政令により地方公共団体に置かなけれ
ばならない審議会等における登用状況（＊）

地方自治法（第180条の５）に基づく委員会
等における登用状況

目標値以外の目標設定

女性比率 21.0

延総委員等数 596 延女性委員等数 185 女性比率 31.0

3 委員会等数 9 うち女性委員を含む審議会等数

62 延女性委員等数 13

（人）

（Ａ）=(C+E+G)

管理職総数

353

281

272

123

うち一般行政職　

うち一般行政職　

調査時点コード

人材名簿作成の有無

人材名簿が有る場合

そ　　　　の　　　　他

延総委員等数

○ ○

掲載人数

9.4

0.9

調査時点コード 平成27年4月1日

副知事

男女共同参画審議会

614 8

名 称

設 置 年 月 日 ・ 根 拠

長 の 役 職

会 議 の 名 称

設 置 年 月 日

構 成 員

根拠：

滋賀県男女共同参画推進本部

滋賀県男女共同参画推進本部設置規程元 6 28

14 4 1

計画期間

改定・見直しの予定時期

40.0%

滋賀県男女共同参画計画「新パートナーしがプラン」

法令・条例等に基づく「附属機関」

調査時点コード 3 審議会等数 97

名 称

平成 14

男女共同参画計画「新パートナーしがプラン」

27

1

その他：平成２７年３月３１日平成27年5月1日

目 標 値

根 拠

名 称

改正が予定されている場合、改正予定時期： 平成

制定等について検討中（あれば、具体的に）　無の場合
 　　　　　　　※ どちらかに○を
    　   　　　　　　  つけてください。

27

10
再掲

教育委員会 0.0 2125 1

目標設定の対象である審議会等の範囲

目標設定の対象である審議会等における登
用状況 女性比率 33.9

0.0

女性比率

16.7

0.0

0.0

13.0

15.8

 

（人）

(E)
うち女性数

(F)
女性比率

2

調査票 １

9 （専任 9 人、兼任 0 人）

都道府県・
政令指定都市名

25 滋賀県

局 部 課 （ 室 ） 名

担 当 職 員 数

商工観光労働部女性活躍推進課

23 4

平成 13

平成 16

28 3平成

滋賀県男女共同参画推進条例

課長相当職

23 39

調査時点コード 平成27年4月1日

調査時点コード 3 審議会等数 97 うち女性委員を含む審議会等数 86

延総委員等数 1,370 延女性委員等数 465 女性比率 33.9

その他：平成　　年　　月　　日平成27年5月1日

0

3

うち女性
数(D)

3

(G)

284 5.6

44

21

(B/A)

5.9

（％）

7.1

8.5

0.8

7.0 2.7

4.3 16

うち女性数
(H)

（人）

3

0

2

0

338

37

4.8

16

15

23

1

女　　性　　管　　理　　職　　の　　内　　訳

(C)

18

18

5

（人）

部局長相当職 次長相当職

0

女性比率

16.7 51

37

22

3.9

5.4

0.0

0.0

2

0

19

0

6.6

7.4

4.7

0.0

2

0

226

245

112

529

1

3

0

0

10

73

47

17

4 

5.2

0.0

4.0 0



(　滋賀県　）

（1）-2職務上の地位別職員在職状況 1 2 3

計

計

計

（1）-3新規昇任者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                               平成26年4月1日～27年3月31日

計

計

計

（1）-4昇任・昇格等登用の考慮要素となる事項　　　　考慮要素としている事項すべてに○を記入してください。

面接
のみ

それ
以外

面接
のみ

それ
以外

〇 〇

〇 〇

〇 〇 〇

（1）-5昇任・昇格試験の受験者数　　　平成26年4月1日～27年3月31日                   

（2）女性公務員の採用状況

（3）女性採用・登用のための措置　　　※１～７の実施の有無についてそれぞれ○をつけてください。

１．女性の採用における具体的数値目標設定状況

２．女性の管理職登用における具体的数値目標設定状況　　※原則として本庁課長相当職以上にかかる目標

３．２以外の女性の登用における具体的数値目標設定状況

４．女性の管理職の登用状況の開示

５．計画の策定、実施に実質的に関与する「女性職員の採用・登用拡大担当者」の設置

６．女性職員の採用・登用の状況や計画の進捗状況等に関する庁内の意見交換等の場の設置

７．その他の目標 （上記１，２，３以外の目標）：設定年（　　　　）：年限（　　　　）：具体的内容（　　　　　　　 ）

有

有

有

有

有

有

無

うち女性数

34

68

12

女性比率

20.2

28.3

28.2

33.4

34.0

31.1

53.8

9.4

153

128

387

147

540

7

24

132

58

48

3

1,157

432

1,916

885

659

145

275

62

うち女性数
(人)

9

16

7

28

78

25.8

8

11

23

7

34

12.5

71.48

女性比率

14.6

16.4

30.8

26.9

20.9

19.8

12.0

37.5

課長補佐相当職

（人）

82

55

52

26

134

81

25 3

16 15

6

5

支庁・地方
事務所等

28 4 14.3

うち一般行政職　 14 1 7.1

再掲
警 察 関 係 12 0 0.0

教育委員会 0 0 #DIV/0!

25.9

18.7

29.6

73 20 27.4

128 29 22.7

女性比率　　　（％）

320 112 35.0

213 47 22.1

うち　上級

総　　数　　（人） うち女性数　　（人）

81 24

91 17

1,024

128

女性受験者数（人）

67

3

女性受験率（％）

うち　上級

うち警察関係

全体

うち　上級

全体
66 7 10.6

うち一般行政職　

本人の希
望

〇

本庁

女性比率

17.2

23.5

33.8

29.2

〇

◎

◎

◎

25 3 12.0

うち一般行政職　 39 4 10.3

課長相当職
うち女性数

（人）
女性比率（人）

38 3 7.9

（人）

調査時点コード 平成27年4月1日

課長補佐相当職

うち女性数
(人)（人）

64

係長相当職

係長相当職

（人）

759

453

目標設定対象部局

警察本部警務部警務課

現状値

10%以上

補足事項等期限

平成３２
年４月

補足事項等数値 期限

平成３０
年度

2.3

〇

昇任試験・昇格試験・本人の希望は警察本部のみ該当

〇 昇任試験・昇格試験・本人の希望は警察本部のみ該当

昇任試験・昇格試験・本人の希望は警察本部のみ該当

9.7% 10.5%

8.1%

目標を盛り込んだ計画目標設定年

女性職員の活躍推進
のための取組方針

平成２６年
度

設定当時の状
況（基準値）

設定当時の状
況（基準値）

警察官定員に
占める女性の
割合6.2%

目標を盛り込んだ計画目標設定年

滋賀県警察における女
性警察官の採用・登用
の拡大に向けた計画

平成２３年

遠隔地での
長期研修

（4週間以上）

遠隔地での
勤務経験

その他（具体的にご記入ください）

補佐級

係長級

昇　任
試　験

昇　挌
試　験

〇

〇

勤　務
成　績

経　験
年　数

6.5

課長級

うち一般行政職

平成26年4月1日～27年3月31日

部局
等の
推薦

昇任試験

昇格試験

全受験者数（人）

目標設定対象部局

教員・警察を除く課長補佐級以上の管理職員に占める女
性職員の割合

平成３０
年度

現状値

設定当時の状
況（基準値）

現状値

係長に占める女性職員の割合 15%以上

目標を盛り込んだ計画目標設定年

女性職員の活躍推進
のための取組方針

平成２６年
度

目標設定対象部局
対象官職及び
補足事項等

数値 期限

数値

警官定員
に占める
女性の割
合１０％

11.0% 11.3%

本庁
506 53 10.5

うち一般行政職　 350 44 12.6

支庁・地方
事務所等

707 120 17.0

うち一般行政職　 361 42 11.6

平成27年5月1日 その他：平成　　年　　月　　日

うち女性数　（人） 女性比率

全体
1,213 173 14.3

うち一般行政職　 711 86 12.1

再掲
警 察 関 係 234 3 1.3

教育委員会 99 22 22.2



(　滋賀県　）

８　男女共同参画・女性のための総合的な施設の設置

年 月 日 ○ 単独施設 複合施設

○ ）

）

）

○ ）

）

）

＊実施しているものに○を付し、主な事項を記入してください。

○ １． ）

○ ２． ）

○ ３． ）

○ ４． ）

５． ）

○ ６． ）

○ ７． ）

８． ）

９． ）

○ 10． ）

９　男女共同参画・女性関係事業を推進するための基金・財団の設立（施設の管理運営の実施団体を含む。）

年 月 日

１０　民間団体（女性団体等）との連携

(1)　地方公共団体と民間団体（女性団体等）との連携　　※該当するものに○をつけてください。

１． 民間団体の組織化（⑵へ）

２． 地方公共団体と民間団体との意見交換会の開催

３． 地方公共団体からの民間団体への各種情報提供

４． 地方公共団体から民間団体への助成金の交付

５． 地方公共団体から民間団体への事業委託

６． 地方公共団体と民間団体との共催事業の開催

７． その他

（2）民間団体（女性団体等）のネットワーク

有

無

有

無

１．定例会議（情報交換会等）の開催

２．機関誌の発行

３．広報啓発パンフレット作成

４．その他 内容 ：

１１　市町村との連携及び市町村への指導・助言状況（都道府県）　　※該当するものに○をつけてください。

〇 １．担当者連絡会議の開催

〇 ２．市町村職員研修会の開催

〇 ３．市町村アドバイザー養成講座等の開催

〇 ４．関係情報の収集提供

〇 ５．審議会等女性登用の働きかけ

６．補助金等の交付 ：

：

７．その他 　 内容 ：

１２　職員研修の実績状況　　※実施しているものに○をつけてください。

(1)　男女共同参画・女性問題に関する職員研修の実施

〇 １．職員向け男女共同参画・女性問題についての講演会、研修会等を実施

〇 ２．一般職員研修に、男女共同参画・女性問題の講義等を組み入れ

〇 ３．国、民間等が行う男女共同参画・女性問題に関する研修に職員を派遣　　

（2）女性職員の研修受講への配慮

１．女性職員を対象とした能力開発や管理職登用のための研修を実施

２．研修受講職員の男女比を配慮

３．その他 内容：

各種女性団体連絡協議会
等の有無

名称等：
加盟団体数

交付先

　　活　動　内　容

　※実施しているものに
　　　○をつけてください。

名 　称

交流促進（主な事項：

常勤 7 人、 非常勤 人 予算額 平成27年度 58,205

女性のチャレンジ支援事業、センター登録団体との協働講座の開催等、滋賀マザーズジョブステー
ションの設置、託児室の運営等

主な事業

千円

苦情処理（主な事項：

名   　　称 基金・基本財産額

設置年月日 平成

滋賀県商工観光労働部

指定管理者（名称：

その他（

千円

設置年月日

管理・運営主体
※１～２について、該当す
るものに○をつけ、記入し
てください。

郵便番号 ：

滋賀県商工観光労働部

名 称

職　員　数 3

11 1

滋賀県立男女共同参画センター

所在地等

61 施設形態

    男女共同参画・
    女性に関する
    もの

広報啓発（主な事項：

相談事業（主な事項：

講座（主な事項：

情報収集・提供（主な事項：

 http://www.pref.shiga.lg.jp/c/g-net/index.html

滋賀県近江八幡市鷹飼町８０－４

 ０７４８－３７－５７７０

指定管理者（名称：

その他（

直営（担当部局名：

会　 員　 数

住　所 ：

ＦＡＸ番号 ：電話番号 ：

ホームページ：

１．施設管理

２．事業運営

直営（担当部局名：

 ５２３－０８９１

企業・ＮＰＯ法人との連携・働きかけ（主な事項：

国際交流・海外派遣事業（主な事項：

出資者

G-NETしがフェスタ等

関係団体との協働事業、出前講座等

〇

地方公共団体からの助成・
委託事業実施の有無

〇

〇

 ０７４８－３７－３７５１

調査研究（主な事項：

その他（主な事項：

情報誌、メールマガジンの発行

さんかく塾、若年層向けセミナー、教職員さんかく講座、出前講座等

男女共同参画相談室（総合相談・カウンセリング・法律相談）、女性のためのチャレンジ相談

図書・資料室の運営、情報誌・ホームページ・メールマガジンによる情報発信等

 主な事項：

平成

愛称・通称 G-NETしが



(　滋賀県　）

１３　担当局（部）課（室）所管の男女共同参画・女性関係予算

１4  公共調達における男女共同参画及びワーク・ライフ・バランス項目の設定状況　　　　※該当するものに○をつけてください。

1

2

3

4

↓

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

１５　男女共同参画等を推進している企業の登録・認定・認証、表彰制度の状況

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

「企業の登録・認定・認証制度」有りの場合、具体的名称：

「企業の表彰制度」有りの場合、具体的名称：

１６　地域における女性活躍推進連携体制の構築状況

1 有の場合、具体的名称

2

１７　調査や統計における男女別等統計の状況

有

無

年

１．男女共同参画・女性問題に関する事務を総括的に所管する課（室）

２．統計情報に関する事務を総括的に所管する課（室）

３．男女共同参画・女性のための総合的な施設の指定管理者

４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

無無

無

無

無 無

無

無

136,187

0.023

その他の公共調達における男女共同参画等項目の設定の有無（有の場合は(1)～(5)の該当項目に回答（複数回答可）してください。）

有

無

公共工事の競争参加資格審査における男女共同参画等の項目の設定の有無

(3) 指定管理者公募選定における評価項目の設定

事　　　項

関係予算総額（施設整備費を除く）

　　　上記関係予算が一般会計予算総額
　　　に占める割合

男女共同参画・女性のための施設整備費

物品の購入等の競争参加資格審査における男女共同参画等の項目の設定の有無

(2) 清掃、設備保守業務等の競争参加資格審査における項目の設定

(1) 指名競争入札又は随意契約により物品調達を行う際に認証している企業からの優先調達

0.025 ％

26年度予算 27年度予算
備考

（千円） （千円）

116,901

無

有

％

総合評価落札方式の一般競争入札を適用している場合における男女共同参画等の項目の設定の有無

有

管理職に占める女性割合に関する項目

(5) その他（内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１　公共工事の競
争参加資格審査
における男女共
同参画等の項目
の設定

２　物品の購入など
の競争参加資格審
査における男女共
同参画等の項目の
設定

３　総合評価落札方式の一
般競争入札を適用している
場合における男女共同参画
等の項目の設定

４　その他の公共
調達における男
女共同参画等の
項目の設定

(4) プロポーザル方式における評価項目の設定

上記１～４で「有」の場合、下記の「具体的項目」で該当する項目欄に○を付けてください。

短時間正社員制度の導入

男性の育児・家事への参画促進に向けた取組

滋賀の男女共同参画名称

公表周期 1

公表主体
※該当するものに

　 　　　○をつけてください。

〇

→

→

無

無

無無

無

無

仕事と育児・介護を両立するための取組 無 無

滋賀県・ワークライフ・バランス推進企業登録制度

住民の状況や活動を男女別に明らかにすることを主たる目的とするデータ集（白書、デー
タブック等）の公表

〇

企業の登録・認
定・認証制度

無

企業の
表彰制度

無

無

無無

有

現在はないが、今後検討する

ある

有

無

無

→

役員に占める女性割合に関する項目

仕事と育児・介護を両立するための取組
（法定以上の育児・介護休業制度等）

その他 無

ワーク・ライフ・バランス関連表彰の受賞、認証実績

ノー残業デーの設定など労働時間縮減に向けた取組

短時間正社員制度の導入

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定

具
体
的
項
目

その他「登用促進等」に関する項目

その他

管理職に占める女性割合に関する項目

役員に占める女性割合に関する項目

役員や管理職への女性の登用促進のための取組

男性の育児・家事への参画促進に向けた取組

ワーク・ライフ・バランス関連表彰の受賞、認証実績 ○

有・無 有・無実施の有無

選
定
等
の
基
準

○

次世代育成支援対策推進法に基づく国の認定
（「くるみん」取得）

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定

役員や管理職への女性の登用促進のための
取組（ポジティブ・アクション、数値目標の設定等）

ノー残業デーの設定など労働時間縮減に向けた取組

次世代育成支援対策推進法に基づく国の認定（「くるみん」取得）



(　滋賀県　）

１８　平成27年度実施予定事業　　

※欄が足りない場合には適宜増やして記入してください。

１． 委員会・懇話会

・

・

２．

・

・

３．

・

・

４．

・

・

５．

・

・

６．

・

・

７．

・

・

８．

・

・

９．

・

・

10．

・

・

11．

育休取得後の職場復帰に不安を抱える女性を対象に、仕事を
再開するうえでの心の準備をサポートするセミナーを開催

育休後のハッピーキャリアcafé開催事業

HPの運営等

苦情処理

男女共同参画推進条例に基づく苦情処理制
度

市町の女性活躍推進の取組に対し、補助金を支給

随時出前講座

国際交流・海外派遣事業

調査研究

男性の仕事と家庭の両立研究会開催事業

出前講座

１６団体 随時

企業・ＮＰＯ法人との連携・働きかけ

「仕事と生活の調和推進会議しが」による取組
促進

仕事と生活の調和推進のため、構成団体ごとにできることから取組
を進める。

11月15日

交流促進

交流活動の支援 G-NETしがフェスタ２０１５

その他

イクメン・イクボス等が集い、女性の活躍を応援する男性の家庭進出、仕事
と生活の両方の加速を図るための方策について検討する。

月２回

随時

女性のためのチャレンジ相談

情報収集・提供

図書・資料室の運営

男女共同参画についての県民または事業者からの苦情の申出に対
し、滋賀県男女共同参画審議会の意見を聴き処理する。

男女共同参画に関する図書や関連資料、DVDやビデオなどの
専門資料の収集と提供

HPを活用した講座・イベント情報、男女共同参画に関する情報
の提供や月1回のメールマガジンの発行等

7月１１日、９月１２日

毎日/月3回/月1回

２８歳からのパッピーキャリアcafé開催事業

相談事業

男女共同参画相談室の運営

随時

結婚するまでの時期の女性を対象に、「両立」と「キャリア開
発」をセットにしたセミナーを開催

男女共同参画センターにおける総合相談、DVカウンセリング、
法律相談の実施

キャリアカウンセラー等による相談

9月１５、１６日
１月２１、２２日

１１月２５日

９月２７日
１０月１１日

11月1日
１１月７日

１１月２１日
１２月１２日

９月１日
９月１５日

随時

啓発・広報事業

講座

男女共同参画センター各種事業

企業における女性活躍推進セミナー 企業における経営戦略としての女性の活躍について、理解を
深めることを目的にセミナーを開催

女性のキャリアアップ支援セミナー 企業で働く女性（全職種）を対象に二日間連続で行うセミナー
を２会場で開催、また営業職として働く女性を対象としたワーク
ショップを1日の日程で１会場で開催

滋賀のイクメン養成講座

滋賀のイクボス養成講座

育児や家事に積極的に関わりたいと考えている男性を対象と
した連続講座

職場のキーパーソンである上司・管理職を対象とした「イクボ
ス」を増やすためのセミナー

９月１９日、１月３０日

7月17日

情報発信（男女共同参画センター事業） 情報誌の発行（年２回）、メールマガジン（月１回）

男性の家事・育児参画フォトコンテストの実施
児童・生徒向け意識啓発事業（小中高用教材の作成、配布）
パートナーしがの強調週間（啓発ポスターの作成等）
いいね！男性の多様な生き方応援事業（フリーペーパーでの
広報）

さんかく塾、図書利用セミナー、若年層向け啓発セミナー、
デートDV防止啓発セミナー、市町担当職員向け研修、教職員
さんかく講座、出前講座・出前授業等

１１月
１１月３０日

広報啓発

仕事と生活の調和推進月間

参加予定者数 時　　期

委員１４名

名　                 　称

滋賀県男女共同参画審議会

事    業    内    容    等

仕事と生活の調和推進月間（啓発ポスターの作成等）
仕事と生活の調和についての講演会

男性の育児休業取得奨励金支給事業 事業主が男性労働者に育児休業を取得させた場合に、当該
事業主に対して奨励金を支給

しがWO・MANネット登録団体との協働事業 しがWO・MANネット講座の開催 随時

CARAT滋賀・女性・元気プロジェクト 地域経済の活性化に向け、女性の活躍推進に庁内横断的に
取り組む

女性の就労トータルサポート事業 滋賀マザーズジョブステーションの運営（近江八幡、草津駅前）

女性のためのチャレンジ支援 女性のチャレンジ支援講座、マザーズチャレンジカフェ、チャレ
ンジショップ等

随時

市町女性活躍推進事業費補助金



調査票２

以下のデータの調査時点をお答えください。（該当する時点に○をつけ、その他の場合は調査年月日も記入してください。）

１　都道府県における首長等の状況　　※在任期間（任期）は予定を記入してください。

人 （ 人、 人 ）

２　法律又は政令により地方公共団体に置かなければならない審議会等の委員数等
＊平成27年4月１日現在で設置義務のある審議会等のうち、27年3月に内閣府が把握したものを掲載しています。
 　新たに追加・変更・廃止等がありましたら、下記の表に追記のうえ、委員数等を記入してください。

1

1号

2号

3号

4号

5号

6号

7号

8号

2

3

4

× 5

6

7

× 8

9

× 10

× 11

12

13

14

× 15

16

17

18

19

20

21

22

× 23

× 24

× 25

× 26

× 27

× 28

29

30

31

32

33

× 34

× 35

36

37

× 38

39

× 40

41

42

43

44

× 45

46

指定難病審査会

5

21 1

0.0

都道府県児童福祉審議会

地方港湾審議会

傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準の協議並びに実施基準に基づく傷病者の搬送
及び傷病者の受入れの実施に係る連絡調整を行うための協議会

 

40.0

 

9 55.6

60.0

 

5

 

4.8

7

8

44.4

8.3

39

46.7

44.4

4

1

4

 

 

50.0

 

 

3

 

2

4

5

9.453 5

40.6

女性委員の割合
（％）

3

1

3 42.9

7 46.7

4

16

7

0

うち女性委員数
（人）

35.6

16.7

0

3

0

11.9

0

0

0

31.0合　　　　　　　　計 596 185

3

13

小児慢性特定疾病審査会

 

9 3 33.3

 

15

35.0

55.65

6 40.0

審議会その他の合議制の機関（※公益認定等）

留置施設視察委員会

5

警察署協議会

介護保険審査会

土地収用事業認定審議会

地方独立行政法人評価委員会

市街地再開発審査会

住民基本台帳法　本人確認情報の保護に関する審議会

石油コンビナート等防災本部

2

自然再生協議会

96

窒素酸化物総量削減計画又は粒子状物質総量削減計画に定められるべき事項
について調査審議する協議会 （旧　総量削減計画策定協議会）

土地区画整理審議会

教科用図書選定審議会

都道府県職員委員会

後期高齢者医療審査会

0

国民保護協議会

備　 考

42.9

42.9

20.8

43.8

0.0

50.0

 

45.0

 

48.1

 

 

任期：平成

〇その他：平成 27年3月31日現在

日

都道府県名 滋賀県

月年 197～女性 月 日○ 7 20男性 30

男性

59

　審議会等名　　（現在設置していないもの、審議会委員の任命を行っていない
                          ものには番号の前の欄に×を記入してください）

委員総数
（人）

0

7

15

11

7

24

副 知 事

私立学校審議会

24

45

16

6

23

自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関 （旧 自然環境保全審議会）
※6の審議会と統合している場合は6に人数を記入。当欄は空欄とし、備考欄に「6と統合」と記入する。

都道府県交通安全対策会議

環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関 （旧　環境審議会）

都道府県生活衛生適正化審議会

土地利用審査会

平成27年4月1日現在 平成27年5月1日現在

26 年
※該当する方に○をつけてください

1 女性

知 事

建築審査会

都道府県建築士審査会

都道府県都市計画審議会

感染症の診査に関する協議会

9

12

道府県固定資産評価審議会

国民健康保険審査会

都道府県農業共済保険審査会

都道府県森林審議会

7

開発審査会

公害健康被害認定審査会

18

15

障害者に関する審議会その他の合議制の機関

9

准看護師試験委員

都道府県医療審議会

都道府県建設工事紛争審査会

麻薬中毒審査会

地方社会福祉審議会 27

2

920

国土利用計画地方審議会

精神医療審査会

20 7

都道府県防災会議（会長を含む） 60 7 11.7

内
　
　
　
訳

当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長又はその指名す
る職員
当該都道府県を警備区域とする陸上自衛隊の方面総監又はその指名する部隊若しくは機
関の長

当該都道府県の教育委員会の教育長

警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長

当該都道府県の知事がその部内の職員のうちから指名する者

当該都道府県の区域内の市町村の市町村長及び消防機関の長のうちから当該都道府県
の知事が任命する者
当該都道府県の地域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又
は職員のうちから当該都道府県の知事が任命する者
自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうち当該都道府県の知事が任命す
る者 3

20

4 0.0

21.4

0.0

7都道府県防災会議(委員のみ）

14

1

1

1

15

7

3

 

0.0

2

66.7

10.0

0.0

0.0

63.6



３　地方自治法（第180条の５）に基づく委員会等の委員数

1 教育委員会

2 選挙管理委員会

3 人事委員会

4 監査委員

5 公安委員会

6 都道府県労働委員会

7 収用委員会

8 海区漁業調整委員会

9 内水面漁場管理委員会

うち女性委員数
（人）

委員総数
（人）

合　　　　　　　　計

10 1 10.0

10 2 20.0

21.062 13

1

1

0

25.0

0.0

4

3

4

委　員　会　等　名
女性委員の割合

（％）

6 2 33.3

28.6

33.3

33.3

20.0

7 2

15 3

3 1

備　考
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